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　明けましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、輝かしい新春を迎えられましたことと心からお慶び申し
上げます。昨年中は、多くの市民の皆様から本市行政に対し温かいご理解とご協力を賜り、
心から感謝を申し上げます。
　北部中山間から瀬戸内しまなみ海道沿いに至るまで大きく広がった市域には、緑豊かな
丘陵や多島美を誇る比類なき優れた景観に加え、豊かな歴史・伝統に育まれた魅力溢れる
多彩な文化資源があります。
　昨年は、これらを結ぶ高速交通網として尾道自動車道の尾道ＪＣＴから世羅ＩＣ間が供
用開始され、しまなみ海道及び山陽自動車道と合わせ、瀬戸内の十字路としての尾道の拠
点性は更に高まりました。
　また、ＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」が放送され、尾道のすばらしい景観や文化が全
国に発信されております。
　本年７月には「海の日」を中心に開催する全国規模のイベント「海フェスタ」が本市を中
心とする地域で開催されます。「海からのまなざし」をキーワードとして海への関心を高め
る絶好の機会と捉えております。「海フェスタおのみち」の開催を契機に、海事都市尾道を
情報発信し、海への正しい理解を深め、交流の輪を広げることにより、地域の活性化を目指
していきたいと考えております。
　医療・福祉に関しては更に視点を置き、市民の皆様が安心して暮らせるまちを目指すと
ともに、教育や子育て支援策の充実も図ってまいります。また、文化財を活かしたまちづく
りとしては、本市が有するまちの美しさや豊かな歴史と質の高い文化を活かした、歴史的
なまちなみの保全及び整備等に向けた取り組みを進めて参りたいと考えております。
　そして、食の力をまちづくりに活かし、自然と暮らしの調和した「スローフードのまちづ
くり」を推進するとともに、音楽家の演奏やまちかどに音楽があふれ市民が楽しめるよう
な「音楽によるまちづくり」を充実していきたいと考えております。併せて、持続可能な市
政運営のために財政の健全化にも努めていく必要があると認識しております。
　これらの事業に限らず、あらゆる分野での事業実施に「尾道市協働のまちづくり指針」の
キャッチフレーズである“やさしさがつながるまちづくり”を基本に据え、市民の皆様と協
力しながら、未来ある子ども達のために誇りと愛着がもてる尾道のまちづくりに全力を尽
くしてまいります。
　今年一年が、皆様にとって健康で幸多き年となりますことをお祈り申し上げ、年頭のご
挨拶といたします。



尾道市議会議長
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　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆様には、輝かしい新春をお健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　また、日頃から市議会の活動に対しまして、温かいご理解、ご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。
　昨年は、国内では、米軍の沖縄基地移転問題等で辞任した鳩山政権にかわって、菅政権が
誕生しました。有言実行を掲げ、経済成長、財政健全化、社会保障改革、主体的外交などを実
現しようと模索しておりますが、新政権には期待するものの、景気回復が思うように進ま
ないことや、秋以降の尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件に象徴されるように、外交問題で内
外への指導力が問われ、国民の政治に対する不満が強く残った年であったろうかと思って
います。
　長期的に景気が低迷し、また朝鮮半島情勢も予断を許さない現状の中で、経済社会情勢
が今後どうなっていくのか見通せない要因もありますが、景気回復へ向けては元気の出る
施策を期待したいものであります。
　尾道市の財政状況も、昨年以上に厳しい状況が見込まれており、事務事業の見直しを
行ってきていますが、議会としても今春の選挙から定数を２名減らし、32名とすることで、
若干行政経費の削減に寄与しておるものでございます。今後さらなる行財政の効率的な運
営を追求し、効果的な施策を講じることで、尾道市の構築に努めてまいる所存でございます。
　また昨今、議会改革についても叫ばれていますが、地方分権の進展に伴い、地方がなすべ
きことは地方自らの責任と判断で住民の負託にこたえていくことが一層求められる中で
は、地方議会の権能強化が必要であります。このため、議会内でも活発な議論や住民ととも
に歩む新しい議会の役割についても見詰め直す動きが広がりつつあり、他市の動向や独自
の議会改革も模索しながら検討していきたいと考えております。
　議会は二元代表制であり、長の執行機関に対する監視機能だけでなく、政策立案機能も
担っています。対等な住民の代表機関として住民参加を促し、責任ある施策を提案していき
ます。合併後市域が拡大し、議員一人一人の果たすべき責任と役割が大きくなっている現在、
一層の充実した議会活動が求められており、これに奔走してまいる所存でございます。
　今後も限られた予算の中では、真に必要な施策を見極め、市民の皆様にとってより住み
やすく、次代が健やかに育まれる尾道市を目指して、行政ともども力を尽くしてまいりま
すので、今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。
　年の初めにあたり、市民の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして新年のご挨拶
とさせていただきます。
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第14回
絵のまち尾道四季展
入賞作品紙上展
■展覧会期間　２月26日㈯～３月13日㈰
●入賞・秀作作品　市立美術館（会期中無休）
※歴代グランプリ作品と受賞者の近作を併せて展示します。　　
　観覧料　一般300円、高校・大学生200円、中学生以下無料
●入選作品　市内商店街など

　奨励賞・秀作・入選作品には販売できるものもあります。詳しくは事務局まで
お問い合わせください。
問い合わせ先　絵のまち尾道四季展運営委員会事務局（市立美術館内　☎0848-23-2281）

（敬称略）

グラン
プリ

金賞 銀賞 銀賞

尾道賞

銅賞 銅賞 銅賞

「尾道礼讃（櫻花）」　熊谷　融
日本画（宮城県）  「尾道」森岡 勇二

その他（三原市）

「金色の光降る街」　菅野 善允
油彩画（埼玉県）

「千光寺の山」　女賀 信太郎
油彩画（福岡県）

「串柿の里御調放映」　片山 重夫
アクリル画（岡山県）

「刻」　濱中 正彦
その他（大阪府）

「プロフィール（尾道こそ人生）」　生田 公久
油彩画（大阪府）

希望作品は販売も
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第14回展入賞作品を掲載し
た図録と絵はがきを展覧会
に合わせて販売します。
●図 録　　　　　1,500円

（カラー約60頁）
●絵はがき　　　　400円

（カラー10枚入）
●取扱場所
　市立美術館、尾道絵のま
ち館、啓文社市内各店ほか

小林和作奨励賞
「初秋の尾道」　卜部 正行
油彩画（福山市）

尾道市長奨励賞
「いろどり」　是永 昭宏
油彩画（広島市）

尾道市議会議長奨励賞
「漁父閑日」　森下 修三
油彩画（岡山県）

尾道商工会議所会頭奨励賞
「絆」　米田 和恵
油彩画（東京都）

尾道市教育委員会奨励賞
「向島の丘の上より」　岡弘 ひろみ
水彩画（山口県）

尾道市立美術館奨励賞
「西國への誘い」　原田 賢治
アクリル画（愛知県）

尾道観光協会奨励賞
「ONOMICHI」　下島 悦嗣
油彩画（山口県）

尾道市文化協会奨励賞
「ジェットストリーム」　赤羽 カオル
その他（栃木県）

尾道市商店街連合会奨励賞
「光の海」　桜井 敬史
日本画（東京都）

尾道飲食組合奨励賞
「浅き春」　社家間 美知子
油彩画（福岡県）

尾道美術協会奨励賞
「漁港おのみち」　堀内　建
油彩画（大阪府）

尾道銀行倶楽部奨励賞
「潮風の街」　村上 厚雄
油彩画（三原市）

コカ･コーラウエスト奨励賞
「潮」　内田 しほ
アクリル画（広島市）

中国電力奨励賞
「声明」　渡壁 公義
油彩画（福山市）

日東電工奨励賞
「朝の舟溜り」　土井田 諭
油彩画（長野県）

日立造船奨励賞
「寂寥」　坪島 輝明
日本画（東広島市）

広島ガス奨励賞
「よりみち」　濱崎 秀嗣
油彩画（高知県）

プレス工業奨励賞
「線路沿いのみち」　内田 玲子
アクリル画（広島市）

丸善製薬奨励賞
「岩壁の朝」　南浦 節子
アクリル画（奈良県）

図録・絵はがきの販売について
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～申告はお早めに～～申告はお早めに～
今年も、市県民税、国民健康保険料、介護保険料の申告時期が近づいてきました。
市では次の日程で申告相談を行います。早めに申告の準備をして、正しく申告しましょう。

申告相談を行います申告相談を行います

※市役所本庁では申告相談を行いませんので、ご注意ください。
※総合福祉センターの駐車スペースは限られており、混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。

市県民税の申告が必要な人は

市県民税の申告をしなくてもいい人は

所得がない人は

申告をする皆さんへ

９：00～12：00、13：00～16：30（土・日曜日および下表で特に指定している場合を除く）
申告相談会場は下表のとおりです。いずれも駐車スペースは限られており、混雑が予想されます。
申告にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

■市民税課管内

農村環境改善センター
原田公民館
向東支所
浦崎公民館
百島公民館

総合福祉センター

木ノ庄町、美ノ郷町（三成・猪子迫を除く）
原田町
向東町
浦崎町
百島町

上記日程で都合の悪い人、上記以外の地区の人

２月３日㈭～４日㈮
２月４日㈮
２月７日㈪～８日㈫ 
２月９日㈬～10日㈭ 
２月14日㈪～15日㈫ ※15日は9：00～12：00
２月16日㈬～18日㈮
２月22日㈫～25日㈮
３月２日㈬～15日㈫　

申告相談会場

■御調地域   

上川辺公民館

河内公民館

御調文化会館2階

菅野（菅振興区を除く）、上川辺

河内（大田を除く）、今津野

大和
綾目、菅野(菅振興区のみ）
河内（大田のみ）

市

上記日程で都合の悪い人

地　区

日　　程

日　　程

　前年中に所得があった人で、今年1月1日現在、市内に
住んでいる人

〇所得税の確定申告をする人
〇前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市へ給与
支払報告書が提出されている人
〇前年中の所得が公的年金等のみの人
※給与所得または公的年金等所得のみの人でも、扶養親
族の変更、社会保険料の追加や医療費控除など所得控
除を受ける人は申告が必要です。

　前年中に所得がない人でも国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料や介護保険料の算定のために申告が必要
な場合があります。また、こうした保険に本人が加入し
ていなくても家族が加入している場合や公営住宅・各種
福祉手当等の手続で申告が必要な場合があります。

○いろいろな計算は、事前にご自分でお済ま
せください。

◆事業・不動産・農業所得のある人は収入
と必要経費を計算した収支内訳書を作
成してください。
◆医療費控除を受ける人は「①医療費の領
収書や購入した薬品名の記載があるレ
シート」「②健康保険や生命保険などから医療に対する
給付を受けた場合はその明細書」が必要です。また、①
②それぞれの合計額をご自分で計算してください。

※予防接種や健康診断は医療費控除の対象になりません。
○申告書の提出は郵送で
　申告書を郵送する際は、本人控をはがして「尾道市提
出用」のみを提出してください。添付書類の返送を希
望する人は、切手を貼った返信用封筒を同封してくだ
さい。郵送先は市民税課宛です。

市県民税 介護保険料国民健康保険料

相談会場
相談時間

申告相談会場
午前：仁野、平木、菅（菅振興区を除く）
午後：大塔、大蔵
午前：白太、中原、大町
午後：岩根、本、三郎丸
午前：丸河南
午前：丸門田
午前：野間、植野
午前：千堂、下山田
午前：綾目
午前：公文
午前：貝ケ原
市、花尻
午前：神

午後：今田
午後：徳永
午後：津蟹、福井
午後：大山田
午後：山岡、大原、菅（菅振興区）
午後：大田
午後：江田、国守

午後：高尾、平、釜窪

地　区

２月14日㈪

２月15日㈫

２月16日㈬
２月17日㈭
２月18日㈮
２月21日㈪
２月28日㈪
３月１日㈫
３月２日㈬
３月３日㈭
３月４日㈮
３月14日㈪～15日㈫
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■向島地域

尾道市民センターむかいしま 向島町の区域
２月９日㈬～10日㈭
２月21日㈪～３月１日㈫
３月７日㈪～15日㈫

地　区申告相談会場 日　　程

問い合わせ先 市民税課市民税係（☎0848-25-7154）　保険料係（☎0848-25-7145）
因島瀬戸田税務課因島市民税係（☎0845-26-6227）　瀬戸田税務係（☎0845-27-2214）

■因島地域（詳しくはお知らせカレンダーの裏面をご覧ください。）
地　区申告相談会場 日　　程

因島重井町、因島大浜町
因島三庄町、因島椋浦町
因島鏡浦町
因島中庄町、因島外浦町
因島田熊町
因島土生町
因島中庄町
因島土生町
因島田熊町
因島全域
因島重井町
因島三庄町、因島椋浦町
因島中庄町、因島鏡浦町
因島外浦町、因島大浜町
因島土生町、因島田熊町
因島三庄町、因島椋浦町
因島中庄町、因島鏡浦町
因島外浦町
因島中庄町、因島大浜町
因島重井町
上記日程で都合の悪い人

２月３日㈭　所得税の還付申告のみ

２月４日㈮　所得税の還付申告のみ

２月９日㈬　所得税の還付申告のみ
２月10日㈭　所得税の還付申告のみ
２月14日㈪　所得税の還付申告のみ
２月15日㈫　所得税の還付申告のみ
２月16日㈬～17日㈭
２月18日㈮～21日㈪
２月22日㈫～23日㈬　※９：15～12：00、13：00～16：00
２月25日㈮　※９：15～12：00、13：00～16：30
２月28日㈪～3月1日㈫　※９：15～12：00、13：00～16：30

３月２日㈬

３月３日㈭
３月４日㈮

３月７日㈪　※９：15～12：00、13：00～16：30

３月８日㈫　※９：15～12：00、13：00～16：30
３月９日㈬
３月10日㈭～15日㈫

因島総合支所

因島市民会館
重井公民館
三庄公民館

因島総合支所

中庄公民館

因島総合支所

■生口島地域（詳しくはお知らせカレンダーの裏面をご覧ください。）
地　区申告相談会場 日　　程

名荷、垂水、田高根、荻、宮原、
御寺、因島原町、因島洲江町
林、中野、鹿田原、沢、瀬戸田、
港、福田、高根
田高根、荻、宮原、御寺、
因島原町、因島洲江町
中野、名荷、林、鹿田原、沢
瀬戸田、福田、港、高根、垂水
生口島全域
因島原町、因島洲江町
上記日程で都合の悪い人

生口島開発総合センター

瀬戸田市民会館

生口島開発総合センター

瀬戸田支所

いきいきサロン東生口
瀬戸田市民会館

２月７日㈪　※13：30～15：30／年金確定申告説明会

２月８日㈫　※13：30～15：30／年金確定申告説明会

２月16日㈬　※９：30～12：00

２月17日㈭　※９：00～12：00、13：00～16：00
２月18日㈮　※９：00～12：00、13：00～16：00
２月21日㈪　※９：00～12：00、13：00～16：00
２月24日㈭　※９：15～12：00、13：00～16：30
２月24日㈭　※９：15～12：00、13：00～16：00

申告に必要なもの
◎印鑑（認印）　◎所得の計算に必要な書類、給与や年金の源泉徴収票（原本）
◎国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金
　などの領収書・控除証明書



８ 広報おのみち・平成23年１月

～平成22年分所得税の確定申告について～～平成22年分所得税の確定申告について～尾道税務署尾道税務署

電話予約で住民票・印鑑証明書が平日夜間や休日に受け取れます電話予約で住民票・印鑑証明書が平日夜間や休日に受け取れます

平成22年分所得税の確定申告期間は、2月16日㈬～3月15日㈫です。平成22年分所得税の確定申告期間は、2月16日㈬～3月15日㈫です。
※還付申告の場合は、２月15日㈫以前でも提出することができます。
※土・日・祝日は、税務署での相談および窓口での申告書の受付は行っていませんのでご注意ください。
　（時間外収受箱への投函により提出することは可能です。）

●国税の申告・納税等の手続きはe-Taxで
　e-Taxのご利用で、最高5,000円の税額控除を受けることができたり、添付書類の提出・提示を省略することができた
りします。ご利用にあたっては、事前に電子証明書等の取得などが必要です。詳しくは、ホームページをご覧ください。
e-Taxホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp/
●インターネットで確定申告書の作成ができます
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することによ
り、所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

※申告に必要なものについては、お問い合わせください。
問い合わせ先　尾道税務署（☎0848-22-2131）

■確定申告（還付申告）会場の開設日程
地　区 開設日時

尾道市および管内全域
因北地域
因南地域

瀬戸田地域

尾道税務署

因島市民会館

瀬戸田市民会館

１月27日㈭～３月15日㈫９：00～17：00
２月22日㈫９：15～16：00
２月23日㈬９：15～16：00
２月24日㈭９：15～16：00

因
島

場　所

　昼間に窓口に来るのが難しい人に、利用していただ
ける方法です。

本庁市民課、因島総合支所、御調支所、向島
支所、瀬戸田支所
住民票、印鑑証明書
証明書に記載された本人か本人と同一世
帯の人
予約者か予約者と同一世帯の人で予約者
が指定した人
受取希望当日の受付時間に受取をする場
所（下記予約先）へ電話
８：30～17：00（※受取希望日が休日の場合
は、その直前の開庁日の受付時間に予約）
予約した場所の警備室
平日／17：30～21：00、休日／９：00～17：00
の希望の時間

受取に必要なもの　①受取者の本人確認書類（※顔写
真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポー
ト等、官公署が発行した写真付きの書類がある場合
に限ります。お持ちでない場合は、ご利用できませ
ん。）②印鑑証明書の場合は証明する人の印鑑登録
証（カード）
予約・問い合わせ先
市民課　　　　　　　　（☎0848-25-7102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）
御調支所住民課　　　　（☎0848-76-2111）
向島支所住民福祉課　　（☎0848-44-0110）
瀬戸田支所住民福祉課　（☎0845-27-2211）

◎顔写真付き住民基本台帳カード
　市役所や金融機関等の各種手続きで、本人確認書類
の提示が必要になっています。顔写真付き本人確認書
類をお持ちでない人は、市が発行する顔写真付き住民
基本台帳カードをおすすめします。手数料は500円で、
10年間有効です。

◎住民基本台帳カードが即時に発行できます
　本人による申請で、運転免許証、パスポート等、官公
署が発行した写真付きの書類がある場合に限ります。
（お持ちでない場合は、後日の交付となります。）
申請・交付場所　市民課のみ（※支所については、従来

のとおり後日交付）
申請・交付日時　月～金曜日の９：00～16：00（祝日お

よび年末年始を除く）
※申請に必要なものについては、お問い合わせください。
※転入・転居届等の受付と同時に発行できませんの
で、詳しくは市民課（☎0848-25-7102）へお問い合
わせください。

◎毎週金曜日は午後７時まで
　市民課関係業務を行っています
場所　本庁市民課、因島市民生活課
業務　住民票、印鑑証明書、戸籍証明書、パスポート受

取等（※住所変更、パスポートの申請等はでき
ません。）

予約場所

対　　象
予 約 者

受 取 者

予約方法

受付時間

受取場所
受取時間
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